
事務事業評価の評価結果について（平成26年度の事業に対する評価）

建設部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成27年度
以降の事業
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所見

建設政策課
道路管理
事業

　道路台帳整備は、道路交付税
需要額の算定基礎であり、適正
かつ効率的な財源確保を実施す
る上で必要な台帳整備事務で
す。また市道認定道路を管理す
ることは、小規模大規模を問わ
ず開発事業並びに建築行為を実
施する場合、公道接道を確認す
る重要な資料であり、的確かつ
正確な道路情報を公開する必要
性が高い事業です。

道路台帳修
正対象路線
延長

　道路台帳修正に当たっ
ては、当初計画路線延長
に対して、修正実績延長
を比較対象として評価し
ます。

28km 28km

　道路台帳と下水道台帳
の統合が完了し、当該業
務のさらなる効率化、
データを活用した事務軽
減に向け、道路台帳及び
都市計画情報データの
WEB配信を開始し、今後
効率的な運用に向けた改
良を実施するとともに最
新の道路状況を反映させ
た適正な台帳修正を行い
ました。

3

　市道約１万路線の整
理・精査を行う全路線廃
止及び再認定の作業に着
手するとともに、庁内及
び外部に向けて、適正な
道路情報の更新（延長約
28km、約300路線）及
び管理を概ね行うことが
できました。
　今後は情報更新の時期
を早期に行うとともに、
全路線廃止及び再認定の
作業の進捗管理を適正に
行うよう努めます。

拡充・充
実

　平成27年度以降につ
いても全路線廃止及び再
認定の作業を計画的に進
めるとともに、従来の
サーバー形式をクラウド
型に変更し、庁内での利
活用の拡大を図るなど更
なる情報発信に努ます。
　また、外部に向けて
は、道路情報のみなら
ず、基準点、都市計画、
建築基準法上の位置指定
道路等の情報を発信し、
窓口業務の効率化及び市
民サービスの向上に努め
ます。

建設政策課
地籍調査
事業

　国土調査法に基づく「土地の
調査」の一つで、一筆地毎に土
地の所有者、地番、地目を調査
し、土地の境界と面積を測量
し、その成果を法務局の公図及
び登記簿に反映させます。この
ことにより官民境界立会業務の
軽減、公共事業の推進、災害復
旧の迅速化を図ります。

事業計画対
象面積

　地籍調査事業は、地籍
調査対象面積内の作業工
程を複数年に分割して実
施するもので、当初計画
工程の実施が困難な場
合、作業工程面積が減じ
ることになります。従っ
て当初計画工程実施面積
を基準として、実施面積
を比較評価することとし
ます。

0.7㎢ 0.47㎢

　当初、想定していた請
負差金が発生しなかった
ことに伴う事業量の減に
より、目標値をクリアで
きなかったものの、平成
27年度からの円滑な事
業執行が図れるよう地元
調整を促進することがで
きました。

4

　津市地籍調査推進協議
会を設立するとともに、
自治会連合会各支部、三
重県公共嘱託土地家屋調
査士協会、津地方法務局
等と円滑な協議を図るな
ど、平成27年度からの
沿岸部への事業着手に向
けた取組を行うことがで
きました。

拡充・充
実

　東日本大震災での教訓
及び南海トラフ大地震の
発生が想定されることを
踏まえ、災害復旧の迅速
化を念頭においた沿岸部
での事業展開を平成27
年度から平成36年度ま
での10年間に行うた
め、自治会連合会各支
部、三重県公共嘱託土地
家屋調査士協会、津地方
法務局等で構成される津
市地籍調査推進協議会に
おいて積極的な協議を行
います。

建設整備課
道路維持
事業（交
付金）

　「津市舗装維持管理計画」に
基づき、道路の保全、補修によ
る安全性の向上を図り、利用者
が安心して通行できる道路を確
保するための事業です。

安全・安心
な道路の確
保

　道路維持においては、
安全性の確保が重要であ
ることから、道路ｽﾄｯｸに
よる点検調査及び舗装修
繕の延長を指標としま
す。

2,250㎡ 3,557㎡

　道路ｽﾄｯｸによる点検調
査及び舗装修繕を行い、
安全性の向上を図ること
ができました。

4

　「津市舗装維持管理計
画」に基づく、道路の舗
装修繕及び道路ｽﾄｯｸによ
る点検調査により安全性
の向上を図り、利用者が
安心して通行できる道路
の確保ができました。

拡充・充
実

　「津市舗装維持管理計
画」に基づく、道路の舗
装修繕により安全性の向
上を図り、利用者が安心
して通行できる道路を確
保します。

建設整備課

道路新設
改良事業
（交付
金）

　広域的な交通需要に対応し、
産業面での振興に資するため幹
線道路などの整備を関係機関に
求めていくとともに、市内各地
域の交流や連携を強化するため
の道路整備を進め、道路ネット
ワークの構築を図る道路事業を
行います。

幹線道路へ
のアクセス
道路整備の
推進

　市域内の道路交通の円
滑化を図るため、効果
的・効率的な事業の実施
を指標とします。

9路線 9路線

　9路線計画し9路線の
新設改良事業の実施を行
い道路交通の円滑化を図
りました。

4

　「津市道路整備計画」
に基づく道路新設改良工
事により幹線道路へのア
クセスを改善するととも
に安全性を配慮した道路
整備を行いました。

拡充・充
実

　「津市道路整備計画」
に基づく新設改良工事に
より、地域間ネットワー
クの促進、幹線道路への
アクセス改善及び安全性
を配慮した道路整備を行
います。

建設整備課

道路新設
改良事業
（市単独
事業）

　地域の活性化を図るため、幹
線道路へのアクセスの改善、現
道拡幅により、円滑な交通が確
保され地域社会の発展に寄与す
る道路事業を行います。

幹線道路へ
のアクセス
道路整備の
推進

　地域間交流の促進を図
るための安全性を配慮し
た道路整備の路線を指標
とします。

9路線 8路線

　9路線計画し一部繰越
となったものの、道路工
事、用地取得等道路整備
事業の進展が図れまし
た。

4

　幹線道路へのアクセス
改善及び現道拡幅による
道路交通の円滑化を図
り、安全性を配慮した道
路整備を行うため、道路
工事や用地取得を行いま
した。

現状維持

　生活道路である道路新
設改良工事により、地域
間交流の促進、幹線道路
へのアクセス改善及び安
全性を配慮した道路整備
を行います。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成26年度） 事業の評価
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建設整備課
河川管理
事業

　準用河川を円滑に管理してい
くため、各種研修会に参加しま
す。
　河川事業を促進するため、
国・県への事業要望活動を実施
します。
　また、河川関係協会等への負
担を行います。

準用河川や
調整池の適
正な管理

　準用河川等を円滑に管
理していくため、各種研
修会に積極的に参加しま
す。

　河川管理研修会、
災害復旧実務講習会
などの研修会へ参加
し、日常の業務に必
要な知識を習得す
る。
　雲出川治水事業促
進期成同盟会など各
協会に参加し、国・
県が施行する河川改
修などの事業推進の
要望活動を実施す
る。

　河川管理研修会に１
名、災害復旧実務講習会
に２名が参加しました。
　雲出川治水事業促進期
成同盟会、相川水系治水
事業促進期成同盟会など
各協会において、関係団
体とともに国・県に対し
て要望活動を実施しまし
た。

4

　河川管理研修などの研
修会に参加し、適切な管
理を行うための知識を習
得することができまし
た。
　また、三重県の事業で
ある相川広域基幹河川改
修事業への要望を行い、
事業推進を図ることがで
きました。

現状維持

　適切に管理するための
基準や事務処理方法の習
得を、今後も継続して実
施します。
　また、国土交通省や三
重県が事業主体となる河
川改修事業などについ
て、今後も要望活動を行
い、事業推進を図りま
す。

建設整備課
河川改修
事業

　当河川は、流下能力不足から
度々周辺地域が浸水被害を受
け、第一期、第二期事業で１，
４２０ｍの河川改修を行ってき
ました。
　今回第三期事業として河川断
面を確保し、流下能力を高め、
浸水被害の軽減を図り、住民が
安全で安心な暮らしが出来るよ
う整備を進めています。

事業の早期
完成

　事業の進捗率を指標と
します。

　河川改修工事に伴
う電柱移転補償を実
施し、準用河川五六
川河川改修事業を完
了させます。

　年度計画のとおり、電
柱移転を実施し、河川改
修事業を完了しました。

4

　河川改修工事に伴う電
柱移転が完了し、準用河
川五六川改修事業が完了
しました。

廃止

　準用河川五六川につい
ては、全長1,590mの河
川改修事業を平成２年度
より第１期事業として開
始し、２５年間という長
期間にわたり整備してき
ましたが、平成２６年度
の第３期事業完了をもっ
て、河川改修が完了しま
した。

建設整備課
港湾・海
岸維持管
理事業

　港湾統計調査、遭難船舶に係
る救護、漂流物及び沈没品に関
する処理を行います。
　港湾施設の維持管理を行いま
す。

港湾施設の
機能を維持
する。

　港湾施設機能の適切な
維持を指標とします。

　津松阪港に出入す
る内外貿貨物の取扱
量等の調査として、
港湾統計調査業務を
実施します。
　御殿場海岸広場や
雲出臨港緑地の管理
を適切に行います。
　海岸・港湾樋門等
については、出水時
の操作が確実にでき
るように管理を行い
ます。

　港湾統計調査について
は、民間事業者の協力の
もと、適切に調査票の作
成を行うことができまし
た。
　御殿場海岸広場や雲出
臨港緑地の維持管理や、
出水時の操作を含めて海
岸・港湾の樋門等の管理
を適切に行いました。

4

　港湾統計調査について
は、民間事業者の協力の
もと、適切に調査票の作
成を行うことができまし
た。
　また、御殿場海岸広場
や雲出臨港緑地について
の維持管理、海岸・港湾
樋門等についての操作な
ど引き続き適正な維持管
理に努めます。

現状維持

　県からの受託事務であ
る港湾統計調査について
は、重要港湾津松阪港
（津港区）に出入する内
外貿貨物の取扱量等の調
査を適切に行います。
　また、御殿場海岸広場
や雲出臨港緑地について
の維持管理や、海岸・港
湾樋門等の維持管理を適
切に行います。

建設整備課
公園管理
事業

　都市公園等の利用者が、安全
かつ快適に利用できるように、
公園施設の状況や苦情・要望の
把握に努めるとともに、公園施
設の保守点検及び修繕の徹底を
図るため、両工事事務所との調
整・計画を行います。

公園管理シ
ステムの更
新

　公園管理システムを構
築することにより、市内
公園の維持管理をスムー
ズに図ることができま
す。

　各公園整備工事や
開発行為等による新
たな公園などの施設
情報を、公園管理シ
ステムに追加や修正
することにより、円
滑な管理を実施しま
す。
　公園管理運営講習
会へ参加し、日常の
業務に必要な知識を
習得します。

　１４公園分の施設デー
タの追加や各公園の情報
の修正を行ったことによ
り、所管する都市公園等
について管理を適切に行
うことができました。
　公園管理運営講習会に
１名参加しました。

4

　公園管理システムの更
新作業により、新たに１
４公園分の施設データの
追加や各公園の情報の修
正を行い、台帳整理の観
点だけでなく、利用者か
らの要望や問合せに対す
る受付や処理などを円滑
に実施しました。

現状維持

　施設整備工事や開発行
為により設置される公園
の施設情報について、追
加や修正など台帳整理を
する必要があり、公園管
理システムを活用して、
適切に管理を行います。

建設整備課
都市公園
整備事業

　市民の健康増進及び憩いと交
流の場となるよう都市公園の整
備を行うとともに、都市公園に
おいて、子どもや高齢者をはじ
め誰もが安全で安心して利用で
きる公園の整備を行います。

都市公園整
備の推進

　市内都市公園の未供用
箇所の早期開設を指標と
します。

　整備計画に基づ
き、市民の交流の場
となる都市公園とし
て、中勢グリーン
パークの施設を充実
させます。

　中勢グリーンパークに
ついて、幼児用遊具や植
栽の整備を実施しまし
た。

4

　市民にゆとりと健康増
進を図ることを目的に、
整備計画に基づき都市公
園の整備を推進し、計画
的・継続的な整備ができ
ました。

現状維持

　平成９年度から事業を
開始しました中勢グリー
ンパークについては、今
後も継続して整備を行
い、より多くの方に安全
で安心して利用できる都
市公園として整備してま
いります。
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建設整備課
各公園施
設整備事
業

　各公園施設の老朽化が進むな
かで、安全の確保と利用形態の
変化に伴い、市民が日常的に利
用でき、健康の増進及び憩いと
交流の場となるように、再整備
を行います。
　香良洲町地内の市有地を有効
活用し、平常時は公園として、
地震による津波が発生した際等
の災害時には避難場所として利
用することが可能となる高台防
災公園の整備を進めます。
　川喜田家より寄附された千歳
山の土地を、市街地に広がる貴
重な自然と、大正から昭和にか
けての川喜田半泥子の生活や創
造活動を感じることができる空
間の保全を図るため、豊かな自
然と歴史的な施設を活かした整
備を進めます。

公園の再整
備
（仮称）香
良洲高台公
園や千歳山
の整備方針
の決定

　老朽化が進む公園の施
設改善にあたっては、利
用実態を考慮した整備を
図ります。

　各公園に設置され
ているフェンスやト
イレなどの施設を、
緊急度に応じて、利
用者の安全確保と
ニーズの変化に対応
するため、更新・整
備します。
　（仮称）香良洲高
台防災公園や千歳山
の整備にあたり、必
要な調査を実施し、
整備方針や手法を決
定していきます。

　津西ハイタウンセント
ラルパークなど各公園に
おいてフェンスやトイ
レ、照明灯などの施設
を、更新・整備しまし
た。
　（仮称）香良洲高台防
災公園や千歳山の整備に
係る基本計画の策定を実
施しました。

4

　各公園内の老朽した施
設については、利用形態
の変化に対応したうえ
で、施設の更新や改修を
行うことにより、市民が
日常的に公園を利用する
ことができるように再整
備を行いました。
　（仮称）香良洲高台防
災公園については、基本
計画の策定を実施し、整
備内容の設定、基本計画
図の作成などを行いまし
た。
　千歳山については、基
本計画の策定を実施し、
整備内容の設定、関連整
備の計画、基本計画図の
作成を行いました。

現状維持

　今後も各公園の既存施
設について、利用形態や
ニーズの変化に対応する
と共に、安全で快適に利
用できる公園として再整
備を実施します。
　（仮称）香良洲高台防
災公園については、基本
設計や詳細設計を実施す
るとともに、都市計画決
定の手続きや都市計画事
業認可申請を行い、工事
施工のための準備を進め
ます。
　千歳山については、地
形測量や基本設計、詳細
設計を実施するととも
に、埋蔵文化財の試掘調
査を行い、工事施工のた
めの準備を進めます。

建設整備課

橋りょう
維持事業
（交付
金）

　「津市橋梁長寿命化修繕計
画」に基づき、橋りょうの保
全、補修による安全性の向上を
図り、利用者が安心して通行で
きる橋りょうを確保します。

安全・安心
な橋りょう
の確保

　橋梁長寿命化修繕計画
に基づく橋梁の修繕数を
指標とします。

1橋梁 1橋梁

　津興橋他2橋の長寿命
化修繕詳細設計及び榊原
川１号橋の修繕工事を実
施しました。

4

　「津市橋梁長寿命化修
繕計画」に基づき、榊原
川1号橋の橋梁の修繕を
行い利用者が安心して通
行できる橋りょうの確保
ができました。

拡充・充
実

　「津市橋梁長寿命化修
繕計画」に基づき、橋
りょうの保全、補修によ
る安全性の向上を図り、
利用者が安心して通行で
きる橋りょうを確保しま
す。

市営住宅課
住宅管理
事業

　住宅管理事業は、住宅に困窮
する低額所得者に対して低廉な
家賃で賃貸し、又は転貸するこ
とにより市民生活の安定と社会
福祉の増進に寄与することと、
不良住宅が密集する地区の改良
事業に関し、当該地区の環境の
整備改善を図り、健康で文化的
な生活を営むに足りる住宅の集
団的建設を促進し、本市が建設
した市営住宅の維持管理を行う
事業です。

市営住宅家
賃の収納率
の向上

　市営住宅家賃の収納率
の向上ため、滞納者に対
して納付指導の強化を図
るとともに、必要に応じ
て明渡し訴訟等の法的措
置の適用を図ります。

現年
収納率
88%

過年
収納率
5.3%

現年
収納率

89.28%

過年
収納率

4.55%

　電話による督促、来庁
要請、夜間納付指導に加
え、明渡し及び滞納家賃
の支払を求める訴訟を提
起しました。この結果、
現年度の収納率は、目標
を達成することができま
したが、過年度収納率は
目標値に至りませんでし
た。引き続き納付指導を
強化し、過年度収納率の
向上に努めます。

3

　家賃滞納者に対する納
付指導とその現状を的確
に分析し、それぞれの滞
納者に対して的確な納付
指導を行うため、地区担
当制を実施しました。
　また誠意のない入居者
等に対し明渡し及び滞納
家賃の支払を求める訴訟
を提起しました。この結
果、現年度の収納率は、
目標を達成できました。
　過年度は、目標値に達
成ができなかったため、
引き続き収納率向上への
取組が必要です。

現状維持

　市営住宅の入居募集・
維持修繕については、入
居者が健康で文化的な生
活を送れるよう引き続き
的確で迅速な対応を心が
けるよう努めます。ま
た、家賃滞納者に対して
は目標収納率達成に向け
た取り組みを推進しま
す。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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成果指標（平成26年度） 事業の評価

市営住宅課
美杉住宅
管理事業

　美杉住宅管理事業は、市町村
合併前の旧美杉村が、人口の著
しい減少に伴って地域社会にお
ける活力が低下したため、これ
らの地域の自立促進を図り、
もって市民福祉の向上、雇用の
増大、地域格差の是正及び美し
く風格ある国土の形成に寄与す
ることを目的として、若者の定
住を促進させるために建設した
若者住宅の維持管理業務です。
　平成２６年度からは、名称を
美杉住宅に変更するとともに、
入居要件を緩和し、入居者数の
増加による美杉地域の活性化を
図ろうとするものです。

美杉住宅の
募集方法の
検討

　現段階では８割弱の入
居率で、ある程度の成果
はあげていると考えられ
るものの、今後の社会情
勢の変化に伴い入居率の
維持ができなくなる恐れ
もあることから、若者住
宅の募集要件等の検討を
指標とします。

　応募しやすい募集
方法の見直しについ
て検討します。

　改正した条例によって
募集を行ったところ新た
な２名の入居がありまし
た。

4

　入居時の年齢を４０歳
未満とする要件の廃止な
どの条例改正によって募
集を行ったところ、新た
に２名の入居がありまし
た。

拡充・充
実

　入居時の年齢を40歳
未満とする要件を廃止す
るなどの条例改正による
募集要件に基づき、美杉
住宅の入居者を広く募集
するよう、応募しやすい
募集方法の検討を行いま
す。

市営住宅課
住宅施設
改修事業

　既設公営住宅の居住水準の向
上と市営住宅ストックの総合的
活用を図ることと、公営住宅法
に規定される市営住宅の修繕の
義務を遂行するため、破損した
住宅の修繕を図ることを目的と
して、市営住宅の改修を行う事
業です。また、住宅の長寿命化
を視野にいれた事業も計画的に
実施しています。

社会資本総
合整備計画
（地域住宅
計画）の実
施

　既存住宅の長寿命化を
図るべく社会資本総合整
備計画（地域住宅計画）
に基づき外壁改修を主と
した修繕工事を行いま
す。

3棟 3棟

外壁等改修工事
　大井アパート
　藤方団地２号館
　北口団地Ｂ

　外壁改修を主とした修
繕工事を計画的に行いま
した。

4

　社会資本総合整備計画
（地域住宅計画）に基づ
いた外壁改修工事が実施
できました。また、建設
から長期経過した市営住
宅においても、計画的な
維持工事を行いました。

現状維持

　市営住宅の長寿命化を
図るべく、今後も社会資
本総合整備計画（地域住
宅計画）に基づき、計画
的な維持修繕工事を行い
ます。

市営住宅課
貸付事業
運営費

　住宅新築資金等貸付事業によ
り、住環境の整備改善を図るた
め、住宅を新築又は改修若しく
は住宅の用に供する土地の取得
について、必要な資金の貸付を
行い、その償還業務を行うため
の運営費です。

収納率
　住宅新築資金等貸付金
の収納率を指標としま
す。

現年
収納率
74%

過年
収納率
3.7%

現年
収納率

70.86%

過年
収納率

  3.57%

　返済に誠意がない債務
者等に対する催告や法的
措置（強制執行の申立
て）により収納率の向上
に努めましたが、債務者
には、安定した生活基盤
を持たない者などが多
く、分割納付の固定化な
どが影響し、目標値の達
成には、至りませんでし
た。

3

　収納率は、目標値を下
回ったものの、法的措置
を含めた未収金対策によ
り、滞納額の総額は、着
実に減少し、貸付金全体
の償還率を見ても約９
１．４％で三重県平均及
び全国平均を上回ってお
り、一定の成果を上げた
ものと考えます。

現状維持

　債務者ごとの滞納要因
を分析し、生活・資産状
況等を見極めつつ、積極
的に法的措置を講じるな
ど、更なる未収金対策を
進めていきます。

津北工事事
務所

工事事務
所管理事
業（北工
事事務
所）

　事務所運営に係る庶務全般を
適正に実施することにより、所
管事業の円滑な執行を図りま
す。

事務所運営
経費の削減

　工事事務所の管轄が広
範囲に及ぶことから、現
場対応時の効率的な人員
配置により移動時間を短
縮することで燃料費を縮
減するとともに、照明、
コピー等の使用状況に留
意し光熱水費、消耗品の
縮減を指標とします。

　経費の削減を図り
ます。

　昼休み時間の室内照明
の消灯等不必要な電気は
消すよう努めました。電
気代は値上げの影響で
25年度に比べ増額とな
りましたが、使用量は
9,492ｋｗｈ削減しまし
た。

3

　事務所の節電に努めま
した。今後も、多大な業
務量を処理するうえで、
節電等を推進し、経費削
減に努めます。

現状維持
　今後も事務所運営経費
の削減に努めます。
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津北工事事
務所

道路維持
事業（北
工事事務
所）

　道路利用者が安全、快適に通
行できるよう道路、水路及び附
帯構造物の修繕、補修を行うと
ともに、路肩等の除草業務及び
清掃業務を行い、生活基盤であ
る道路施設の保全維持に努めま
す。

道路維持修
繕の推進

　市が管理する道路の側
溝及び舗装の改修工事を
実施し、道路利用者に
とって安全で快適な道路
利用に供します。

40件 31件

　道路を適正に維持
管理することによ
り、安全で快適な道
路利用に供します。

　数値目標に対して、実
績値は下回ったが、緊急
度、優先度を十分考慮
し、事業を実施していま
す。

3

　道路、水路及び附帯構
造物の老朽、破損箇所な
どの修繕、補修を行い、
又、路肩等の除草業務及
び清掃業務を行いまし
た。件数については、年
度によって増減はするも
のの、今後も引き続き安
全で快適な生活環境を保
全するため、地元関係者
と協議しながら、道路施
設の維持保全等の改修を
緊急性の高い箇所より順
次進めていきます。

現状維持

　緊急性の高い箇所よ
り、老朽、破損箇所など
の修繕、補修を行い、路
肩等の除草業務及び清掃
業務を実施し、生活基盤
である道路施設の保全維
持に努めていきます。

津北工事事
務所

橋りょう
維持事業
（北工事
事務所）

　橋りょうの保全、補強による
安全性の向上を図り、継続的に
利用者が安心して通行できる橋
の確保を目的に橋りょうの修繕
を行うと共に、橋りょう長寿命
化計画に係る橋りょう点検を行
います。

橋りょう維
持工事の推
進

　橋りょうの保全、補強
による安全性の向上を図
ります。

2件 1件

　橋りょうの補修・
修繕を早期に実施す
ることにより、施設
の安全性を保ち、寿
命の延命を図りま
す。

　数値目標は下回った
が、緊急を要する危険箇
所の修繕を最優先に実施
しました。

3

　橋りょうの修繕、落橋
防止、塗装等の維持補修
を行い、橋りょうの保
全、安全性の向上を図り
ました。件数について
は、年度により増減はす
るものの、今後も引続き
安全で快適な生活環境を
保全するため、地元関係
者と協議しながら、橋
りょうの維持保全等の改
修を緊急性の高い箇所よ
り順次進めていきます。

現状維持

　緊急性の高い箇所より
橋りょうの修繕、落橋防
止、塗装等を進め、橋
りょう補修点検の取り組
みを行っています。

津北工事事
務所

交通安全
施設等整
備事業
（北工事
事務所）

　道路を通行する歩行者、車両
の安全確保を図るため、道路反
射鏡、防護柵、視線誘導標、区
画線、道路照明灯等の設置を行
います。

交通安全施
設整備の推
進

　交通安全施設を設置
し、車両、自転車、歩行
者の安全確保を行いま
す。

3件 3件

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　緊急を要する危険箇所
の整備を最優先に実施し
ました。

4

　道路を通行する歩行
者、車両等の安全の確保
を図るため、道路反射
鏡、防護柵、視線誘導
標、区画線、道路照明灯
等の交通安全施設の設置
を行いました。今後も引
き続き公安委員会、教育
委員会、地元等と連携し
て交通安全施設の更新や
整備を推進します。

現状維持

　交通安全施設を整備す
ることにより、道路を通
行する歩行者、車両等の
安全確保を図り、交通安
全施設の更新や整備を進
めて行きます。

津北工事事
務所

交通安全
施設等維
持事業
（北工事
事務所）

　道路を通行する歩行者・車両
の交通安全環境を維持するた
め、交通安全施設の修繕及び改
修等を行います。

交通安全施
設の修繕の
推進

　老朽化に応じて速やか
に維持修繕を行い、道路
を利用する歩行者、車両
の交通安全環境の維持を
図ります。

300件 244件

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
修繕を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　目標は下回ったが、緊
急を要する危険箇所の修
繕を最優先に実施しまし
た。

3

　交通安全施設の老朽
化、破損等による施設の
修繕及び改修、改良等を
行いました。年度により
件数は増減するものの、
今後も引き続き交通安全
施設の維持保全等の改修
を緊急性の高い箇所よ
り、順次進めていきま
す。

現状維持

　緊急性の高い箇所より
老朽、破損箇所などの修
繕、補修を行い、道路交
通の安全確保のため、交
通安全環境の維持に努め
て行きます。

津北工事事
務所

河川維持
事業（北
工事事務
所）

　生活環境の向上や浸水被害の
軽減を図るため、準用河川、幹
線水路、調整池の草刈、しゅん
せつ等の維持管理を行います。

浸水被害の
低減を図る

　準用河川、幹線水路、
調整池の草刈、しゅんせ
つ等の維持管理や改修工
事などを計画的に行い、
浸水被害の低減を図りま
す。

　治水施設である幹
線水路等を適正に維
持管理することによ
り、安心で安全な生
活環境を確保しま
す。

　草刈やしゅんせつの要
望・苦情が多く、緊急
度・優先度の高いものか
ら実施しました。

4

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、緊急
度・優先度の高いものか
ら計画的に実施していま
す。
　草刈については自治会
へ委託しているが、自治
会の高齢化等により、断
られる傾向になってきて
いることが、今後の課題
となっています。

現状維持

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、予算
等を考慮し、計画的に実
施していきます。
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津北工事事
務所

街路整備
関係事業
（北工事
事務所）

　街路整備を行うことにより、
良好な市街地の形成を図り、都
市における交通の円滑化の確保
による安全で快適な都市生活と
機能的な都市活動の実現を図り
ます。

街路事業保
有地の管理
推進

　保有地の除草業務委託
により、維持管理を図り
ます。

　街路事業を推進
し、保有地を少なく
していきます。

　街路事業実施の予定は
なく、保有地の除草作業
を行いました。

4

　今後の街路整備事業を
円滑に進めるため、保有
地の除草業務を行いまし
た。今後についても保有
地の適正な維持管理を
行っていきます。

現状維持

　今後についても街路事
業の着手時まで保有地の
除草業務等を行っていき
ます。

津北工事事
務所

公園維持
事業（北
工事事務
所）

　都市公園等の効用を全うする
ため、各公園の健全な維持管理
を行い、公共の福祉の増進を図
ります。

地元管理委
託の推進

　地域の公園は地元管理
を基本に、利活用を考え
地元管理の推進に努めま
す。

　公園の地元管理を
基本に自治会等の諸
団体により管理をお
願いしていきます。

　公園の除草・清掃等の
業務を自治会等へ委託す
ることにより、地域住民
が愛着と責任を持てるよ
う、自立的な公園管理促
進に努めました。地元委
託件数は201件でした。

4

　公園数は、宅地開発等
の帰属により増加する一
方、維持管理に係る予算
については縮小傾向にあ
ります。このような状況
の中、維持管理費の縮減
と地域住民の財産として
公園の有効活用と活性化
を目的に地元等による維
持管理委託推進に努めま
した。自治会住民等の高
齢化や自治会離れにより
地元管理が敬遠されがち
ですが、地元の愛着のあ
る公園としての有効利用
を目的に、今後も引き続
き推進していきます。

現状維持

　公園管理の目的とした
地域に密着した愛着ある
公園として、住民意識を
高めるためにも地元維持
管理委託をお願いしてき
たが、管理業務において
の事故等の補償、賠償の
保険問題を明確化する必
要があります。

津南工事事
務所

工事事務
所管理事
業（南工
事事務
所）

　事務所運営に係る庶務全般を
適正に実施することにより、所
管事業の円滑な執行を図りま
す。

事務所運営
経費の削減

　広範囲におよぶ工事現
場を抱えているため、効
率的な人員配置を行い移
動時間の無駄をなくし燃
料費を節減するととも
に、消耗品、及び光熱水
費等の経費削減を指標と
します。

　燃料費、光熱水費
の削減を図ります。

　昼休み時間の室内照明
の消灯等不必要な電気は
消すよう徹底しました。

3

　事務所経費に係る事務
を概ね適正に実施したこ
とにより、所管事業の円
滑な執行に寄与すること
ができました。

現状維持

　事務所管理に係る経費
の抑制に努めながら、現
状を維持し継続していき
ます。

津南工事事
務所

道路維持
事業（南
工事事務
所）

　道路利用者が安全、快適に通
行できるよう道路、水路及び附
帯構造物の修繕、補修を行うと
ともに、路肩等の除草業務及び
清掃業務を行い、生活基盤であ
る道路施設の保全維持に努めま
す。

道路維持修
繕の推進

　市が管理する道路の側
溝及び舗装の改修工事を
実施し、道路利用者に
とって安全で快適な道路
利用に供します。

35件 33件

　道路を適正に維持
管理することによ
り、安全で快適な道
路利用に供します。

　数値目標に対して、実
績値は下回ったが、緊急
度、優先度を十分考慮
し、事業を実施していま
す。

3

　道路、水路及び附帯構
造物の老朽、破損箇所な
どの修繕、補修を行い、
又、路肩等の除草業務及
び清掃業務を行いまし
た。件数については、年
度によって増減はするも
のの、今後も引き続き安
全で快適な生活環境を保
全するため、地元関係者
と協議しながら、道路施
設の維持保全等の改修を
緊急性の高い箇所より順
次進めていきます。

現状維持

　緊急性の高い箇所よ
り、老朽、破損箇所など
の修繕、補修を行い、路
肩等の除草業務及び清掃
業務を実施し、生活基盤
である道路施設の保全維
持に努めていきます。

津南工事事
務所

橋りょう
維持事業
（南工事
事務所）

　橋りょうの保全、補強による
安全性の向上を図り、継続的に
利用者が安心して通行できる橋
の確保を目的に橋りょうの修繕
を行うと共に、橋りょう長寿命
化計画に係る橋りょう点検を行
います。

橋りょう維
持工事の推
進

　橋りょうの保全、補強
による安全性の向上を図
ります。

1件 1件

　橋りょうの早期補
修・修繕を実施する
ことにより、施設の
安全性を保ち、寿命
の延命を図ります。

　緊急を要する危険箇所
の修繕を最優先に実施す
ることができました。

4

　老朽化した既設橋りょ
うの補修、修繕等を行う
ことにより、橋りょうの
維持及び安全確保を行う
ことができました。

現状維持

　緊急性の高い箇所より
橋りょうの修繕、落橋防
止、塗装等を進め、橋
りょう補修点検の取り組
みを行っています。
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津南工事事
務所

交通安全
施設等整
備事業
（南工事
事務所）

　道路を通行する歩行者、車両
の安全確保を図るため、道路反
射鏡、防護柵、視線誘導標、区
画線、道路照明灯等の設置を行
います。

安全で安心
な道路の確
保

　交通安全施設を設置
し、車両、自転車、歩行
者の安全確保を行いま
す。

1区域 1区域

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　ゾーン３０に設定した
区域の入口に路面標示を
１５箇所実施しました。

4

　ゾーン３０について
は、当初の計画通りに区
域の入口に路面標示の設
置を行うことができまし
た。今後も引き続き通学
路を中心に、路肩のカ
ラー舗装化を実施してい
きます。また、それ以外
の地域については、道路
を通行する歩行者、車両
等の安全の確保を図るた
め、道路反射鏡、防護
柵、視線誘導標、区画線
等の設置を行いました。
今後も引き続き公安委員
会、教育委員会、地元等
と連携して交通安全施設
の更新や整備を推進しま
す。

現状維持

　交通安全施設を整備す
ることにより、道路を通
行する歩行者、車両等の
安全確保を図り、交通安
全施設の更新や整備を進
めて行きます。

津南工事事
務所

交通安全
施設等維
持事業
（南工事
事務所）

　道路を通行する歩行者・車両
の安全確保を図るため、道路反
射鏡、防護柵、視線誘導標、区
画線等の設置を行います。

交通安全施
設の修繕の
推進

　老朽化に応じて速やか
に維持修繕を行い、道路
を利用する歩行者、車両
の交通安全環境の維持を
図ります。

15件 15件

　道路反射鏡・防護
柵等の交通安全施設
整備を実施すること
により、道路におけ
る事故を未然に防ぎ
ます。

　緊急を要する危険箇所
の整備を最優先に実施し
ました。

4

　安全で安心な道路環境
作りに向け、交通安全施
設を整備することによ
り、道路通行する歩行
者、車両等の安全の確保
を図るため、道路反射
鏡、防護柵、視線誘導
標、区画線の設置を行い
ました。今後も引き続き
公安委員会、教育委員
会、地元等と連携して交
通安全施設の更新や整備
を推進します。

現状維持

　交通安全施設を整備す
ることにより、道路を通
行する歩行者、車両等の
安全確保を図り、交通安
全施設の更新や整備を進
めていきます。

津南工事事
務所

河川維持
事業（南
工事事務
所）

　生活環境の向上や浸水被害の
軽減を図るため、準用河川、幹
線水路、調整池の草刈、しゅん
せつ等の維持管理を行います。

浸水被害の
低減を図る

　準用河川、幹線水路、
調整池の草刈、しゅんせ
つ等の維持管理や改修工
事などを計画的に行い、
浸水被害の低減を図りま
す。

　治水施設である幹
線水路等を適正に維
持管理することによ
り安心で安全な生活
環境を確保します。

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、緊急
度、優先度の高いものか
ら実施しました。

4

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、緊急
度・優先度の高いものか
ら計画的に実施していま
す。
　草刈については自治会
へ委託しているが、自治
会の高齢化等により、断
られる傾向になってきて
いることが、今後の課題
となっています。

現状維持

　草刈やしゅんせつの要
望、苦情等が多く、予算
等を考慮し、計画的に実
施していきます。

津南工事事
務所

街路整備
関係事業
（南工事
事務所）

　街路整備を行うことにより、
良好な市街地の形成を図り、都
市における交通の円滑化の確保
による安全で快適な都市生活と
機能的な都市活動の実現を図り
ます。

街路事業保
有地の管理
推進

　保有地の除草業務委託
により、維持管理を図り
ます。

　街路事業を推進
し、保有地を少なく
していきます。

　保有地の除草作業を行
いました。

4

　今後の街路整備事業を
円滑に進めるにあたり街
路事業に伴う保有地の除
草業務を行いました。今
後についても街路整備事
業を円滑に進められるよ
う業務委託、街路事業に
伴う保有地の除草業務等
を行っていきます。

現状維持

　今後についても街路事
業の着手時まで保有地の
除草業務等を行っていき
ます。
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津南工事事
務所

公園維持
事業（南
工事事務
所）

　都市公園等の効用を全うする
ため、各公園の健全な維持管理
を行い、公共の福祉の増進に資
します。

地元管理委
託の推進

　地元へ公園管理を委託
することによって、地域
住民の感心や責任も高ま
り、より良い公園管理に
繋がります。

186公園 143公園

　公園の地元管理を
基本に自治会等の諸
団体により管理をお
願いしていきます。

　公園の除草・清掃等の
業務を自治会等へ委託す
ることにより、地域住民
が愛着と責任を持てるよ
う、自立的な公園管理促
進に努めました。

4

　公園数は、宅地開発等
の帰属により増加する一
方、が毎年増加するな
か、既存公園の有効利用
と地域の活性化を目的
に、地元自治会等の諸団
体に維持管理を委託して
います。しかし、自治会
住民の高齢化や自治会離
れにより地元管理が敬遠
されるなか、愛着のある
公園として地元有効利用
を目的に地元管理委託を
行うことができ、適正な
維持管理に努めることが
できました。

現状維持

　公園管理の目的とした
地域に密着した愛着ある
公園として、住民意識を
高めるためにも地元維持
管理委託をお願いしてき
たが、管理業務において
の事故等の補償、賠償の
保険問題を明確化する必
要があります。

道路等特定
事項推進室

道路新設
改良事業
（道整備
交付金）

　新最終処分場を美杉町下之川
に整備するにあたり、同処分場
へのアクセス道路を整備すると
ともに、まちづくり推進事業と
して整備する新たな幹線道路に
係る調査・設計・測量・工事を
行います。

道路建設に
関する工事
進捗状況

道路建設に関する設計委
託件数

工事件数

19件

8件

23件

9件

道路改良工事１６件

設計業務委託２件

用地測量業務委託１
件

　道路改良工事１６件に
対し２０件と４件増につ
いては、他工事（隣接）
との工程調整が必要が
あったため、分割発注し
たため増加しています。

4
　供用開始に向けた計画
どおりの事業進捗が図れ
ました。

現状維持

　事業最終年度であり年
度スケジュールを把握
し、工事を完成させま
す。

道路等特定
事項推進室

道路新設
改良事業
（道路等
特定事
項）

　新斎場への新たな進入道路と
して、施設の供用開始（平成
27年１月２日）を目途に道路
改良を行います。
　新産業・スポーツセンター利
用者の集散時の利便性の向上を
図ると共に、大規模イベント開
催時の周辺主要道路の渋滞緩和
を図ります。

道路建設に
関する委
託・工事進
捗状況

道路建設に関する委託・
工事件数

11件 13件
調査業務委託2本
整備工事9本

　整備工事の減のうち１
件については、市産業・
スポーツセンター建築工
事の入札です。

4
　供用開始に向けた計画
どおりの事業進捗が図れ
ました。

現状維持

　事業最終年度であり年
度スケジュールを把握
し、工事を完成させま
す。
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